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Topics 飲酒運転の根絶 飲酒運転は犯罪です！
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千葉県警察シンボルマスコット シーポック

飲酒運転は、他人や運転者自身の命を危険にさらす重大な犯罪です。飲酒運転をした人だけでなく、
飲酒運転を引き起こす原因となるような行為をした人にも厳しい罰則が科されます。

酒酔い運転

５年以下の拘禁刑 又は

１００万円以下の罰金

酒気帯び運転

３年以下の拘禁刑 又は

５0万円以下の罰金
※酒酔い…アルコールの影響により車両等の正常な

運転ができないおそれがある状態

※酒気帯び…呼気中アルコール濃度が

０．１５ｍｇ／ｌ 以上

自転車の酒酔い・酒気帯び運転も、拘禁刑又は罰金の対象となります
※自転車の酒気帯び運転は、令和６年１１月１日から罰則の対象となっています

さらに、免許取消し・免許停止といった重い行政処分が科されます

飲酒運転するおそれがある人に対して、以下の行為をした人も…

車両等を提供する

酒類を提供する

５年以下の拘禁刑又は
１００万円以下の罰金

車両等に同乗する

３年以下の拘禁刑又は
５０万円以下の罰金

● 運転者が酒酔い運転

● 運転者が酒酔い運転

３年以下の拘禁刑又は
５０万円以下の罰金

● 運転者が酒気帯び運転

２年以下の拘禁刑又は
３０万円以下の罰金

● 運転者が酒気帯び運転

３年以下の拘禁刑又は
５０万円以下の罰金

● 運転者が酒酔い運転

２年以下の拘禁刑又は
３０万円以下の罰金

● 運転者が酒気帯び運転

「たった一杯」が壊すものは計り知れない

飲酒運転を

「させる」こと
につながる行為

運転者と同様に

重大な責任
を問われます

千葉県内では、飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶ちません。

「自分は大丈夫」の軽い気持ちが、被害にあった方の生命・身体・財産はもちろん、

加害者（運転者）を含めた多くの人生を壊してしまいます。

千葉県警察ホームページ「飲酒運転根絶に向けて」


